
 

 

II  障害福祉サービス等事業所の状況 

 

１ 事業所数 

(1) 経営主体別事業所数 

障害福祉サービス等事業所を事業の種類別にみると、居宅介護事業が11,630事業所、重度訪問介護事業が10,449

事業所などとなっている。 

     一方、事業の種類を経営主体別にみると、短期入所事業、共同生活介護事業では「社会福祉法人」が約８割と多く、

居宅介護事業、重度訪問介護事業では「営利法人」が約５割と多くなっている。（表８） 

 

表８ 事業の種類別にみた経営主体別事業所の構成割合 

1)
社会福
祉法人
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1 137 
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 46 
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2 150 

（…）

2 308 
( 2 259 )

2 933 
( 2 974 )

 223 
(  165 )

 551 
(  447 )

 867 
(  603 )

 216 
(  148 )

1 805 
( 1 232 )

    　　２）　（　）内は、平成19年10月1日現在の数値である。

    　　３）　障害者支援施設の昼間実施サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を除く。

共 同 生 活 援 助 事 業

0.3      5.0      10.8    0.2      100.0      0.0

自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 事 業

100.0      1.7      5.5      0.7      84.7     

注 ：　１）　社会福祉法人には社会福祉協議会を含まない。

重度障害者等包括支援事業

共 同 生 活 介 護 事 業

自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 事 業

-

0.6      

0.2      0.1      9.1      

7.4      

2.2      9.2      61.2     

0.1      

1.3      6.1      34.6     1.9      

4.2      

2.2      

0.7      

8.7      

2.2      -

- 1.0      18.9    33.7     

16.3     4.1      

1.7      15.6    0.7      

18.9    

1.6      

0.9      26.9    

-

0.0 0.7      

-療 養 介 護 事 業

行 動 援 護 事 業

児 童 デ イ サ ー ビ ス 事 業

短 期 入 所 事 業

100.0      

居 宅 介 護 事 業 100.0      

生 活 介 護 事 業

100.0      

-

52.8    8.5      

1.1      2.0      

重 度 訪 問 介 護 事 業

14.0    0.7      

1.1      2.0      

その他

平成20年10月１日現在

事業所数

構 成 割 合 (%)

8.7      0.7      51.6    

特定非
営利活
動法人

16.7     4.3      

相 談 支 援 事 業

- 27.8    

就 労 移 行 支 援 事 業

総数 国
地方公
共団体

社会
福祉

協議会

医療
法人

社団・財
団法人

協同
組合

営利
法人

就 労 継 続 支 援 （ Ａ 型 ） 事 業

就 労 継 続 支 援 （ Ｂ 型 ） 事 業

100.0      - 0.6      13.9    

-

- 3.9      

0.7      

0.7      

100.0      87.5    - - 8.3      - 4.2      - -

100.0      - 4.3      7.5      73.6     1.4      0.4      0.3      4.9      0.2      

100.0      - 2.2      8.7      52.2     - 21.7    13.0    -

100.0      0.0 0.8      0.7      77.3     4.5      1.3      14.8    0.3      

100.0      - 54.3     4.0      0.4      8.5      17.5    

0.3      -

-

7.4      

75.2     2.9      0.9      

13.8     1.6      0.0

0.2      

0.4      

63.3     5.6      0.5      -

1.4      15.5    0.2      

100.0      

-

63.5     3.0      0.7      

3.4      

2.4      

0.5      -

2.2      

60.6     1.4      

100.0      - 0.9      0.8      65.7     

100.0      

100.0      

100.0      

0.5      13.0    

6.3      

3.4      16.0    

- 8.5      

0.2      - 24.8    

14.0    0.2      

22.7    1.4      

1.8      

3.7      -

 



 

 

（２） 利用実人員階級別事業所数 

    ９月中に利用者がいた障害福祉サービス等事業所を利用実人員階級別にみると、重度訪問介護事業、行動援護事業、

相談支援事業では「１～４人」が６割以上と最も多く、居宅介護事業、短期入所事業、共同生活介護事業、共同生活

援助事業なども「１～４人」が最も多くなっている。 

    一方、生活介護事業、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）事業は「１０～１９人」が最も多くなっている。 

    児童デイサービス事業は、「２０～２９人」が最も多くなっている。 

    療養介護事業は、「５０人以上」が約６割となっている。（表９） 

 

表９ 事業の種類別にみた利用実人員階級別事業所の構成割合 

9月中に
利用者がいた 10～19 20～29 30～39 40～49 50人 利用者数

事業所数 人 人 人 人 以上 不詳

10 115 100.0 47.8 25.1 17.0 5.0 2.1 1.0 1.7 0.2 

3 106 100.0 85.5 9.0 2.9 0.8 0.3 0.1 0.2 1.2 

 617 100.0 63.4 20.1 12.6 2.1 0.6 0.5 0.2 0.5 

（ 再 掲 ） 障 害 者 ･･･ 100.0 75.0 17.3 5.1 1.3 0.4 - 0.2 0.6 

（ 再 掲 ） 障 害 児 ･･･ 100.0 69.7 20.9 7.2 0.8 0.3 - 0.3 0.8 

 23 100.0 8.7 - 8.7 13.0 13.0 - 56.5 -

1 825 100.0 14.5 12.7 24.4 19.3 11.4 7.1 10.6 0.1 

1 099 100.0 3.5 7.2 21.7 22.3 17.7 10.0 17.5 0.2 

2 682 100.0 46.3 26.8 15.7 6.2 2.1 1.0 1.3 0.6 

（ 再 掲 ） 障 害 者 ･･･ 100.0 50.8 26.5 14.0 5.1 1.6 0.5 1.0 0.6 

（ 再 掲 ） 障 害 児 ･･･ 100.0 62.5 21.8 10.0 2.2 1.1 0.3 0.2 1.8 

 7 100.0 85.7 14.3 - - - - - -

 515 100.0 66.8 17.5 8.0 2.7 1.2 0.6 0.8 2.5 

1 875 100.0 40.8 28.4 18.7 7.6 2.3 0.8 1.1 0.3 

1 933 100.0 51.8 29.5 12.7 3.3 1.4 0.3 0.6 0.5 

 127 100.0 47.2 16.5 14.2 6.3 4.7 3.9 5.5 1.6 

 483 100.0 16.8 35.2 31.7 9.3 4.1 1.0 1.4 0.4 

 843 100.0 12.2 35.8 34.2 11.7 3.8 1.2 1.1 -

 211 100.0 9.0 20.9 35.1 16.1 9.0 5.2 4.3 0.5 

1 776 100.0 3.3 11.5 42.3 26.6 10.1 3.3 2.6 0.2 

児 童 デ イ サ ー ビ ス 事 業

短 期 入 所 事 業

重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 事 業

共 同 生 活 介 護 事 業

相 談 支 援 事 業

就 労 継 続 支 援 （ Ｂ 型 ） 事 業

就 労 移 行 支 援 事 業

自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 事 業

自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 事 業

平成20年10月１日現在

総数 1～4人 5～9人

注 ：　１）　「（再掲）障害者」は18歳以上の利用者、「（再掲）障害児」は18歳未満の利用者である。

     　 ２）　障害者支援施設の昼間実施サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を除く。

構 成 割 合 (%)

居 宅 介 護 事 業

重 度 訪 問 介 護 事 業

行 動 援 護 事 業

療 養 介 護 事 業

生 活 介 護 事 業

共 同 生 活 援 助 事 業

就 労 継 続 支 援 （ Ａ 型 ） 事 業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


